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江東区無電柱化推進計画 

（1）無電柱化の推進に関する法律 

国は、「無電柱化の推進に関する法律」を平成 28 年 12 月に施行しています。この法

律は、災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱

化の推進に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策

を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、国民経済の健

全な発展に貢献することを目的としています。 

 

【基本理念】 

① 国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進 

② 国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担 

③ 地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献 

 

 

【国の責務等】 

① 国：無電柱化に関する施策を策定・実施 

② 地方公共団体：地域の状況に応じた施策を策定・実施 

③ 事業者：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、技術開発 

④ 国民：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力 

 

 

【無電柱化推進計画】 

① 国：基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表 

② 都道府県・市町村：無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務） 

 

 

【無電柱化の推進に関する施策】 

① 広報活動・啓発活動 

② 無電柱化の日（１１月１０日） 

③ 国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の実施 

④ 道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の状況を踏まえ

つつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去を実施 

⑤ 無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及 

⑥ 無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互に連携・協力 

⑦ 政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施 
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江東区無電柱化推進計画 

（２）国の無電柱化推進計画 

国は、平成２８年１２月に施行された「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、平

成 30 年 4 月に「無電柱化推進計画」を策定しました。 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

-32-



江東区無電柱化推進計画 

（３）東京都の無電柱化推進条例 

東京都は、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の

創出を図るため、平成 29 年 9 月に「東京都無電柱化推進条例」を施行しています。同

条例による無電柱化の推進に関する施策として、下記の内容が挙げられています。 

 

① 無電柱化の重要性に関する都民の理解及び関心を深めるための広報活動等の実施 

② 道路の占用の禁止 

③ 市街地開発事業等における電柱又は電線の新設の禁止及び既設電柱又は電線の撤去 

④ 無電柱化の迅速な推進及び費用縮減のための調査研究、技術開発の推進 

⑤ 効率的な施行等のための関係事業者との協力 

 

 

（４）東京都の無電柱化計画 

東京都は、平成２９年９月に施行された「無電柱化推進条例」に基づき、都の無電柱

化事業の今後１０年間の基本方針及び目標を定め、官民が連携して行うコスト縮減に向

けた取組み等を示すものとして、平成３０年３月に「東京都無電柱化計画」を策定して

います。 

同計画における、基本方針別の１０年後の姿として、下記の内容が挙げられている。 

① 都市防災機能の強化 

  環状７号線の内側エリアの整備対象箇所全ての路線※で無電柱化に着手 

  緊急輸送道路での整備により防災機能が向上 

  ※計画幅員で完成している歩道幅員が 2.5m 以上の都道 

 

② 安全で快適な歩行空間の確保 

  道幅の狭い道路での整備手法を確立 

 

③ 良好な都市景観の創出 

  山間部や島しょ部における整備手法の確立とモデル路線での整備 

 

④ 面的な無電柱化に向けた取組み 

  区市町村がこれまで以上に主体的・積極的に事業を促進 

  民間事業者等による取組がこれまで以上に展開 

 

⑤ コスト縮減（技術開発の推進） 

  整備コスト１／３カット 

 

⑥ 都民理解の促進（事業ＰＲ） 

  無電柱化による防災性の向上などの効果が浸透し、無電柱化の重要性について都民 

 の理解と関心の増大 
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江東区無電柱化推進計画 

（５）東京都の無電柱化推進計画 

東京都は、区市町村度を含む面的な広がりを持った無電柱化の推進に向けて、国や自

治体、電線管理者と連携した、今後の事業推進の方向性を示すものとして、平成２６年

１２月に「東京都無電柱化推進計画」を策定しています。 

その後、平成２９年９月に策定された「東京都無電柱化計画」を踏まえ、「東京都無

電柱化推進計画」を改訂し、令和 2 年度(2020 年度)までに進める無電柱化方針として、

下記の内容が挙げられています。 

 

① オリンピック・パラリンピック関連路線の完了 

東京 2020 大会開催に向けて、センター・コア・エリア内や競技会場等周辺の無電

柱化完了に向けて整備を行っていく。 

 

② 都市防災機能の強化に寄与する路線の重点整備 

緊急輸送道路、環七内側、区市町村庁舎、防災拠点病院を結ぶ都道など「都市防災機 

能の強化」に寄与する路線を選定し、重点的な整備を行っていく。 

 

③ 良好な都市景観の創出に向けた無電柱化を実施 

主要駅周辺において、美しい街並みの形成を目指すものとして、整備を行っていく。 

 

④ 区市町村道の無電柱化の促進 

歩道の狭い区市町村道における無電柱化を促進していく。 
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江東区無電柱化推進計画 

（６）海外と国内主要都市の無電柱化率の比較 

日本における無電柱化は、昭和 61 年度から 3 期にわたる「電線類地中化計画」、平

成 11～15 年度の「新電線類地中化計画」、平成 16～20 年度の「無電柱化推進計画」

に基づき、整備を行ってきました。現在は、「無電柱化に係るガイドライン」に沿って、

無電柱化を進めています。 

しかし、欧米やアジア主要都市では無電柱化が概成しているのに対して、日本の無電

柱化率は東京２３区で８％、大阪市で６％と遅れている状況です。 

 

欧米アジア主要都市と日本の無電柱化の現状 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

国内主要都市の無電柱化の現状 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（７）無電柱化によるライフライン被害率の低減 

無電柱化を実施することで、災害時のライフライン被害率を低減することができます。

東日本大震災及び阪神淡路大震災において、無電柱化実施済み路線と未実施路線におけ

る被害状況は下記のとおりであり、無電柱化済みのライフラインの信頼性が確認されて

います。 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（８）評価項目の解説及び評価項目別の区管内図 

評価項目の法律・計画上の位置づけは下記のとおりです。 

 

 

方針 評価項目名 法律・計画 法律・計画上の位置づけ 

防災 

緊急輸送道路 

江東区地域防災計画 

(平成 30 年度修正) 

【緊急輸送道路】 

地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行う

ため、高速自動車国道、一般道路及びこれらを

連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点

を相互に連絡する道路。 

緊急道路障害物除去

路線（第一次） 

江東区地域防災計画 

(平成 30 年度修正) 

【緊急道路障害物除去路線】 

災害時における救援救護に必要な緊急車両の

走行帯の確保を図るため、避難所や救急医療機

関に接続する道路。 

 

第一次：都指定防災路線及び災害拠点連携 

        病院に接続する路線 

緊急道路障害物除去

路線（第一次以外の

路線） 

江東区地域防災計画 

(平成 30 年度修正) 

【緊急道路障害物除去路線】 

災害時における救援救護に必要な緊急車両の

走行帯の確保を図るため、避難所や救急医療機

関に接続する道路。 

 

第二次：拠点避難所に接続する路線 

第三次：防災倉庫に接続する路線 

都市計画道路 

都市計画法 

 

【都市計画道路】 

都市計画法に基づき都市計画決定された道路。

地区主要道路 

江東区都市計画マス

タープラン 

(平成 23 年 3 月) 

【地区主要道路】 

幹線道路に囲まれた地区の自動車交通を集約

し、幹線道路の地区内相互の円滑な自動車交通

処理を担う道路。 

不燃化特区内の防災

生活道路及び優先的

に無電柱化を検討す

る路線 

北砂三・四・五丁目

地区まちづくり方針 

(平成 30 年 6 月) 

 

【不燃化特区】 

木造住宅密集市街地のうち大地震等が発生し

た際に、特に大きな被害が想定される地域。 

【防災生活道路】 

消防活動、避難及び延焼遮断機能に必要な道路

ネットワークを形成する路線。 

災害時活動困難度 

（ランク 3 以上） 

地震に関する地域危

険度測定調査（第 8

回） 

（平成 30 年） 

【災害時活動困難度】 

地域ごとに道路の多さや、道路ネットワーク密

度の高さといった道路基盤などの整備状況か

ら評価した、地震により建物が倒壊したり火災

が発生したときの避難や消火・救助活動のしや

すさ（困難さ）。 
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江東区無電柱化推進計画 

 

 

評価項目別の区管内図を次ページ以降に示します。 

 

分類 評価項目名 計画 計画上の位置づけ 

安全 

通学路 

江東区総合安全対策

管理システム 

(平成 30 年度時点) 

区立小学校、区立義務教育学校（前期課程）に

ついて、江東区総合安全対策管理システムにお

いて通学路として指定されている路線。 

バリアフリー法に基

づく特定道路 

バリアフリー法 【特定道路】 

バリアフリー法に基づく生活関連経路を構成

する道路法による道路のうち、多数の高齢者、

障がい者の移動が通常徒歩で行われるもので

あって国土交通大臣が指定した路線。 

バリアフリー重点整

備地区における生活

関連経路 

江東区交通バリアフ

リー基本構想 

(平成 18 年 3 月) 

【重点整備地区】 

一定規模の駅など（「特定旅客施設」）を中心と

して、利用者が多い、高齢者・障がい者の利用

が多いなど、整備効果の高い地区を「重点整備

地区」として選定し、特定経路の移動円滑化の

整備を進める地区（東陽町駅、南砂町駅） 

【生活関連経路】 

駅を中心とした主要な利用施設までの経路で

あり、バリアフリー化の必要な経路。 

駅周辺 

（概ね半径 500m） 

江東区交通バリアフ

リー基本構想 

(平成 18 年 3 月) 

交通バリアフリー法の概念に基づく駅を中心

とした徒歩圏内。 

景観 

商店街 
江東区内商店会一覧 

(平成 30 年度時点) 
区に登録している商店会（平成 30 年度） 

景観重点地区内の路線 

江東区景観計画 

(平成 25 年 4 月) 

【景観重点地区】 

地域の特色を現したまちなみをつくっている

地域、これからの江東区の都市景観を創造して

いく地域などを、重点的に景観の誘導や保全を

図るために指定される地区のこと（深川萬年橋

地区、亀戸地区、深川門前仲町地区）。 

景観重要公共施設

（道路） 

江東区景観計画 

(平成 25 年 4 月) 

【景観重要公共施設】 

道路、河川、都市公園など公共施設のうち、江

東区の景観やまちなみを形成する上で、良好な

景観の形成に重要であると位置づけるもの。周

辺と一体的な整備や管理を行い、良好で地域に

親しまれる景観の形成に配慮した整備に取り

組む公共施設。 
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緊急輸送道路の指定状況図

緊急輸送道路の該当路線は、江東区地域防災計画(平成30年度修正)に準拠
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 緊急道路障害物除去路線は、江東区地域防災計画(平成30年度)に準拠


